
奈良先端科学技術大学院大学学術リポジトリ運用規程 

 
平成２１年４月１日 

規程第   １   号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、奈良先端科学技術大学院大学学術リポジトリ naistar
（以下「naistar」という。）の運用に関し必要な事項を定める。 

 

（目的） 

第２条 naistar は、奈良先端科学技術大学院大学（以下「本学」という。）に

おいて作成された学術研究・教育成果を電子的な形式で収集し、恒久的に

蓄積及び保存並びに学内外に無償で発信及び提供するシステムをいい、本

学の学術研究・教育の発展に資するとともに、社会に貢献することを目的と

する。 

 

（定義） 

第３条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

（１）格納とは、学術研究・教育成果の複製物をnaistar に蓄積することをい

う。 

（２）公開とは、naistar に格納された学術研究・教育成果を不特定多数の者

がインターネット等のネットワークを通じて閲覧し、又は受信すること

ができるよう、当該学術研究・教育成果を自動公衆送信可能な状態とす

ることをいう。 

（３）登録とは、naistar に学術研究・教育成果を格納し、及び公開すること

をいう。 

（４）利用者とは、naistar に登録された学術研究・教育成果を閲覧し、又は

受信する不特定多数の者をいう。 

 

（管理運用） 

第４条 naistar の管理運用は、奈良先端科学技術大学院大学附属図書館（以

下「附属図書館」という。）において行う。 

 
（登録対象） 

第５条 naistar に登録することができる学術研究・教育成果は、次に掲げる

要件を満たすものとする。 

（１）次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。 

イ 学術論文（学術雑誌論文、プレプリント、学会発表論文等をいう。） 

ロ 学位論文 

ハ 報告資料（テクニカルレポート、研究報告書等をいう。） 

ニ 講義・講演等の録画映像（提示資料の画像を含む。） 



ホ 教育資料（講義資料、講演資料等をいう。） 

ヘ 研究データ（naistar に登録又は登録予定のイの根拠データをいう。） 

ト その他公開可能な研究・教育成果 

（２）原則として、国内外の学術機関等により公表されたものであること。た

だし、前号ヘについては、国内外の学術機関等により公表されたものでな

い場合、著作者が公開に支障がないと判断したもの。 

（３）本学の役職員又は学生がその主要な部分を作成したものであること。 

（４）知的財産権に係る法令等、学会等の投稿規約、商業出版社との契約条項

等の問題が生じないこと。 

（５）その他公開することについて問題が生じないものであること。 

 
（登録者） 

第６条 naistar に学術研究・教育成果を登録できる者（以下「登録者」という。） 

は、次に掲げる者とする。 

（１）本学に在籍している役職員及び学生並びに本学に役職員又は学生とし

て在籍したことのある者 

（２）その他附属図書館長が認めた者 

 
（登録手続） 

第７条 登録者は、自らが作成し、又は作成に関わった学術研究・教育成果

の登録申請を行うものとする。 

２ 附属図書館は、登録申請された学術研究・教育成果について、著作権そ

の他の権利の帰属及び制限等の調査に努め、次に掲げるとおり取り扱うもの

とする。 

（１）公開に支障がないと判断した場合、学術研究・教育成果のタイトル及

び著者名を確認した上で、当該学術研究・教育成果を複製し、naistar に
格納する。この場合において、第５条第１号イ及びヘが既に無償で一般

に公表されているときは、登録者の意向に基づき公表されている学術研

究・教育成果を掲載したウェブサイトのアドレスをnaistar に記載するこ

とで格納に代えることができる。 

（２）公開に支障があると判断した場合、登録者に登録できない旨を通知する。 

 
（登録された学術研究・教育成果の利用） 

第８条 附属図書館は、次に掲げる方法により、naistar に登録された学術研究・

教育成果を利用することができる。 

（１）インターネット等のネットワークを通じて利用者に無償で公開すること。 

（２）保存、障害対応及びサービス継続のための複製・媒体変換を行うこと。 

２ 附属図書館は、naistar に登録された学術研究・教育成果の利用に当たり、

次に掲げる事項を遵守するものとする。 

（１）前項各号に掲げる方法以外による利用は行わないこと。 

（２）利用者に対し、著作権法を遵守するよう求めること。 

 



（学術研究・教育成果の著作権及び利用許諾） 
第９条 学術研究・教育成果の著作権その他の権利が登録者にのみ帰属してい

る場合、登録者は、前条第１項に規定する方法による当該学術研究・教育成

果の利用を、附属図書館に対し無償で許諾するものとする。 
２ 学術研究・教育成果の著作権その他の権利が登録者を含め複数の者に帰属

している場合、登録者は、前条第１項に規定する方法による当該学術研究・

教育成果の利用を、附属図書館に対し無償で許諾することについて、他の権

利者から同意を得なければならない。 
３ 学術研究・教育成果の著作権その他の権利が登録者以外の者に帰属してい

る場合、登録者は、前条第１項に規定する方法による当該学術研究・教育成

果の利用を、附属図書館に対し無償で許諾することについて、附属図書館の

協力の下、権利者から同意を得なければならない。ただし、権利者があらか

じめ許諾の方針を示している場合には、この限りでない。 
４ 学術研究・教育成果がnaistarに登録された後も、当該学術研究・教育成果

の著作権その他の権利は附属図書館に譲渡されることなく、権利者に留保さ

れるものとする。 
 

（学術研究・教育成果公開の解除） 
第１０条 附属図書館は、次に掲げる場合において、naistarに登録された学術

研究・教育成果の公開を解除することができる。 
（１）登録者が理由を付して公開の解除申請を行い、当該解除申請を附属図書

館長が承認した場合 
（２）盗用又は剽窃による成果である、又は内容が著しく不適切である等の理

由により、附属図書館長が公開の解除を決定した場合 
 

（免責事項） 
第１１条 附属図書館は、学術研究・教育成果の登録及び登録された学術研

究・教育成果の利用によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負

わないものとする。 
 

（その他） 
第１２条 この規程に定めのない事項については、必要に応じて登録者及び附

属図書館で別途協議することとする。 
 

 
附 則 

この規程は、平成２１年２月１７日から施行する。 
附 則 

この規程は、令和６年１０月１５日から施行する。 

 


